
大分県災害廃棄物処理計画について

地震等により発生する膨大な災害廃棄物を迅速かつ適正に処理するために、災害廃棄物処理の基本的な

考え方などについて定める

〇廃棄物処理法第５条の５の規定の改正により新たに設けられた災害廃棄物処理計画

〇災害対策基本法に基づく「大分県地域防災計画」の災害廃棄物に関する個別計画
位置づけ

第２編

組織・

推進体制

第３編

処理実行

基本方針実現のための取組

総務担当 〇災害対策本部、県関係部課室との連絡調整

大分県災害対策本部

被災者救援部廃棄物対策班

廃棄物対策課

調整担当 〇国、近隣各県、県内市町村等との連絡調整

市町村支援担当 〇被災市町村の状況把握、支援

代行処理担当 〇被災市町村から事務委託要請への対応

地区災害対策本部

県保健所 〇衛生管理業務に従事

役割分担

目的

体制構築 県、市町村災害対策本部

情報収集 廃棄物処理施設被災状況、家屋倒壊数等

災害廃棄物

発生量推計

目的：処理期間、処理方法、投入資源（仮設

施設）把握、検討のための推計

環境省震災廃棄物対策指針に基づき定めた｢大分県災害廃棄物等処理基本方針」（Ｈ１９）について、東日本大震災以降、新たな基

準による計画策定が求められていることから、南海トラフ地震などの被害想定のもと、「災害廃棄物処理計画」として新たに策定するも

支援要請

・災害廃棄物処理に係る市町村支援

・情報収集、連絡調整

・進行管理

・災害廃棄物処理事務の受託（災害

廃棄物処理の実施主体）

大分県（調整・支援）県内市町村（支援）

民間関係団体（支援）

・災害協定等による支援

・災害協定等による支援

支援要請 支援 支援要請支援

支援要請
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第１編

総 則

災害廃棄

物処理の

基本方針

〇国、県、市町村、民間事業者等関係者が一体となった災害廃棄物処理の推進

〇災害廃棄物の処理期間は、発災から概ね３年間（南海トラフ地震）

〇法令、制度に基づく適正処理

〇再資源化（リサイクル）、減量化の推進による埋立量の削減

〇被災状況や災害廃棄物発生量に応じ、県外への広域処理や仮設処理施設設置の検討

災 害

廃棄物

処 理

見 込

処理実行

計画の策

定等

第４編

処理の実

施

第５編

平時の取組等

災害廃棄物

発生見込量

南海トラフ地震の場合 ５７５万トン（うち津波堆積物約３００万トン）

→ 本県通常時年間廃棄物発生量（４２万トン／年）の約１４年分に相当

可燃物発生見込量 焼却施設処理余力

４９万トン ＞ １０万トン／３年

うち可燃物と市町村焼却施設

処理余力との比較

平時の取組

〇災害廃棄物処理計画の策定（市町村）

〇仮置場候補地の選定（市町村）

〇職員、関係者への教育訓練（県、市町村） など

計画の見直し 必要に応じ随時見直しを行う

処理の方向性

検討・協議

民間事業者の活用

災害廃棄物処

理実行計画

情報収集、推計等を踏まえた、早期復興のための

具体的な実行計画立案

市町村単独 or  県・他市町村への支援要請（調整）

最終処分量の削減方策

救助活動、道路啓開との調整

平時における仮置場候補地の選定

仮設焼却施設早期設置のための事前準備

災害廃棄物処理の流れとポイント

収集運搬

仮置場設

最終処分

中間処理

域内処理 or 域外処理・災害廃棄物処理に係る県、市町村

支援

・災害廃棄物処理の代行 （東日本

大震災相当の災害）

国（司令塔）

・災害廃棄物の処理主体

被災市町村（実施） 支援

支援

し尿・生活排水
仮設トイレの備蓄、被災時の確保対策

収集運搬業者との連携確保


